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（１）都市計画マスタープランとは 

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用のあり方や市民

の活動に必要な都市施設の整備などを定めるものですが、その実現には、公共部門が中心

に進める根幹的な道路や公園などの都市施設の整備と市民や民間部門が中心となって進

める建築活動やそれに伴う生活道路の確保などがバランスよく進むことが必要です。 

都市計画マスタープランは、「都市計画法第１８条の２」に基づく「市の都市計画に関

する基本的な方針」として定めるものであり、長期的な視点に立って都市の将来像を示し、

市民と行政が協働でその実現を図っていく指針となるものです。 

 

（２）都市計画マスタープランの位置づけ 

①市が定める都市計画の基本方針 

おおむね 20 年後のまちの将来像を展望し、地域･地区等の土地利用の方針や道路･公

園等の市民生活を支える都市施設の整備の方針、市街地整備の方針を示します。 

都市計画マスタープランが策定（改定）されると、市が決定する、地域地区や都市施

設等の都市計画はマスタープランに即して定められることになります。 

 ②総合計画等、関連する諸計画との関係 

都市計画マスタープランは、都市計画法の規定により「四日市市総合計画」や三重県

が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（三重県都市計画区域マスター

プラン）に即して定めることになっており、本市では、土地利用に関する総合的な計画

として、都市計画マスタープランの全体構想は、議会の議決を経て定められます。 

また、立地適正化計画、都市総合交通戦略、緑の基本計画など都市計画に関連する政

策分野の基本計画とも調整し整合を図ります。 

③土地利用の基準であり市民と市が一緒にまちづくりを進める指針 

都市計画マスタープランは、20 年後のまちの将来像を展望し土地利用の方針などを

示すものであり、具体の土地利用の規制・誘導には、地区計画等の都市計画の策定が必

要です。 

しかし、望ましい都市像の実現には、公共部門による根幹的な都市基盤施設の整備と、

市民や民間部門が中心となって進める建築活動やそれに伴う生活道路等の地区の基盤

整備とのバランスを図る必要があります。 

本市では「都市計画まちづくり条例」で、都市計画マスタープランを土地利用の基準

として位置づけるとともに、市民発意のまちづくりを都市計画に反映する手続きを定め

ており、都市計画マスタープランを、「大規模な開発行為や建築行為、土地利用転換に

対する規制・誘導の指針」「市民発意によるまちづくりの指針」として運用します。  
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（３）都市計画マスタープランの構成 

都市計画マスタープランは、四日市市の総合計画等に即し、市のまちづくりの将来像を

明示するものであり、「全体構想」と「地域・地区別構想」から構成されます。 

全体構想は、市域全体の将

来像と土地利用などの方針を

示す役割を担い、地域・地区別

構想は、全体構想に沿って、地

区（24 行政区を基本）単位で

取り組むおおむね 10年間のま

ちづくりの目標を示します。 

なお、地域・地区別構想は、

「都市計画まちづくり条例」

に基づき、地区住民から提案

される「地区まちづくり構想」

をもとに策定します。 

 

 

 

市民主体のまちづくり
土地利用の規制・誘導

都市施設の整備

四日市市総合計画

即
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る

地区から提案された「まちづくり構想」を基礎に
地域 地区別構想を策定することになっています

都市計画マスタープランが
土地利用の基準であることを規定しています

都市計画マスタープランに合ったものであれば
住民などが都市計画を提案できます

部門別計画
○立地適正化計画
○都市総合交通戦略
○地域公共交通計画
○緑の基本計画
○道路整備の方針
○住生活基本計画 など

四日市市都市計画マスタープラン

全体構想

○概ね20年後の市の将来像
○土地利用や都市施設の整備などまちづくりの方針
○土地利用の基準

地域・地区別構想

○概ね10年間の地域づくりの計画

※全体構想の方針に合っている範囲内で、
地域の土地利用や整備の計画を盛り込みます

全体構想の方針に合っている範囲で、住民の合意に基づき、
地域・地区単位での土地利用や整備の計画が提案できます

公聴会の開催など、
市民が都市計画に参加する機会を設けています

都市計画の提案

【都市計画まちづくり条例】
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地区まちづくり構想

○地域住民が都市計画マスタープランの
地域・地区別構想を提案するものです
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【都市計画マスタープラン地域・地区別構想の策定状況】 

【都市計画マスタープランの構成】 

令和 7 年 12 月 18 日時点 


